
 
 

 重要事項説明書 
指定訪問看護 

《 令和 ８年 ４月 ２日現在 》 

 

1. 事業者（法人）の概要 
 

事業者名 有限会社オフィスタカキ 

主たる事務所の所在地 〒738-0205 広島県廿日市市玖島４８５１番地１ 

代表者（職名・氏名） 代表取締役  山本 明子 

設立年月日 平成 12 年 7 月 25 日 

電話番号 ０８２９－７４－２５５０ 

 

2. 事業所の概要 
 

事業所名 さくらケアーズ訪問看護事業所 

所在地 〒738-0514 広島県広島市佐伯区杉並台１３番地２０号 

電話番号 ０８２９－５８－２４１５ 

管理者名 本西 美鶴子 

 

3. 事業所の職員体制 
 

職   種 従事するサービス内容等 人   員 

管理者 管理者は業務全般を一元的に管理します。 1 名   （常勤） 

看護師 
主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に 

合わせ、必要に応じたサービスを提供します。 

3 名   （常勤） 

 3 名 （非常勤） 

理学療法士 

主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に 

合わせ、必要に応じたリハビリテーションのサービスを 

提供します。 

 2 名   （常勤） 

1 名 （非常勤） 

作業療法士 
0 名   （常勤） 

0 名 （非常勤） 

言語聴覚士 
0 名   （常勤） 

0 名 （非常勤） 

事務職員 事務業務又は事務職務の連絡等を行います。 
0 名   （常勤） 

1 名 （非常勤） 
 
 

4. 営業日及び営業時間 
 

営業日 営業時間 

月曜日～金曜日 ただし、祝日（振替休日を含む）及び 

夏季休暇（8 月 13 日～8 月 16 日）、 

年末年始（12 月 29 日～1月 4 日）は除きます。 

8 時 30 分～17 時 30 分 

※利用者の状況に応じて、必要な場合には営業時間以外でのサービス提供も行っています。 
 
 

5. 提供するサービスの内容 

（１） 健康状態の観察（血圧・体温・呼吸の測定、病状の観察） 
（２） 日常生活の看護（清潔・排泄・食事など） 
（３） 在宅リハビリテーション看護（寝たきりの予防・手足の運動など） 
（４） 療養生活や介護方法の指導 
（５） 認知症の介護・お世話と悪化防止の相談 
（６） カテーテル類の管理・褥瘡の処置など医師の指示に基づいての看護 
（７） 生活用具や在宅サービス利用についての相談 
（８） 終末期の看護 



 
 

6. サービス利用料及び利用者負担  ⇒  別紙参照 
 
 
 
 

7. 事業所におけるサービス提供方針 

（１） 指定訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示のもと、利用者の心身の特性を踏まえ
て、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るととも
に、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援します。 

（２） 指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関と
の密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図ります。 

 
 
 
 

8. サービス提供の記録等 

（１） サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録」等を書面にて記載しま
す。 

（２） 事業者は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、サービス提供の状況、目
標達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」その他の記録を作成します。 

（３） 事業者は、前記「訪問看護記録書」その他の記録を、サービス終了日から５年間は適正に
保管し、ご利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付しま
す。 

 
 
 
 

9. 利用者負担金 

（１） 利用者からいただく利用者負担金は、別表のとおりになります。 
（２） この金額は、医療保険制度に基づく金額になります。 
（３） 医療保険対象外の実費は、全額自己負担となります。 
（４） 利用者負担金は、現金集金又は指定の口座からの引き落としとさせていただきます。 

① 集金日につきましては毎月１５日頃迄に前月分の請求書を発行致しますの
で、２５日迄にお支払い下さい。 

② 引き落としの場合は、毎月 20日（土日祝日の場合は翌営業日）に指定口座か
ら引き落とします。 

 
 

10. キャンセル 

サービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。 

さくらケアーズ訪問看護事業所  連絡先：０８２９－５８－２４１５  

 
利用者様の都合でサービスを中止する場合には、 
サービス利用の前日１６時までにご連絡ください。 

 

16時までにご連絡がなかった場合 ： １０００円 

※利用者様の容態の急変など、緊急且つやむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。 
 
 

 

11. 秘密保持 

事業所及び看護師等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らしません。但し、訪問
看護計画の作成や市町村の実施する保険福祉サービスの連携をするにあたり、関係者に開示しな
ければならない情報については、事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとしま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

12. 相談窓口、苦情対応 

事業所のサービスに関する相談や苦情対応については、次の窓口で対応いたします。 

電話番号 0829-58-2415 ＦＡＸ番号 0829-58-2416 

担当者 管理者 本西 美鶴子 

その他 
相談・苦情については、管理者及び担当の看護師等が対応します。不在の場合でも、

対応した者が必ず「苦情相談記録表」を作成し、管理者、担当者に引き継ぎます。 

 
 

13. 事故発生時の対応について 

事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者

の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。事業者はサービスの提供

に伴って、事業の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償

を行います。 

連 絡 先 名称・氏名 住   所 電話番号 

保 険 者 

広島市 
広島県広島市中区国泰寺町一丁

目 6番 34号 
082-504-2173 

廿日市市 
広島県廿日市市下平良１丁目１

１番１号 
0829-30-9155 

主 治 医    

家 族 （ 親 族 ） 

 

 

(続柄：    ) 

  

居宅介護支援事業所 

（地域包括支援センター） 
   

 

 

14. 損害賠償保険の加入 

 

保  険  会  社  名 東京海上日動火災保険株式会社 

証  券  番  号 Ｄ２８３７０６７２１ 

上記、損害賠償保険に加入しております。利用者様に対するサービスの提供により賠償すべき事故が

発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

 

15. 虐待防止について 

    事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のために次の措置を講じます。 

① 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

② 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

③ その他虐待防止のために必要な措置 

事業者は、サービス提供にあたる当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町に通報

します。 

 

 



 
 

16. 身体拘束について 

事業者は、身体的拘束等(身体的拘束、その他利用者の行動を制限する行為)については、基本的

に行いません。但し、利用者の生命又は身体に危険を及ぼす場合、ご家族、主治医、介護支援専門

員と相談の上、利用者もしくはご家族に書面で同意を得て行います。その際には、身体的拘束等を

行ったご本人の負担を最小限にするため、短時間で危険のないように配慮します。 

 

 

17. ハラスメントについて 

     下記①～④の行為が見受けられた際、場合により 利用者に対し契約解除とします。 

① 身体的暴力(物をなげつける・刃物を向ける・服をひきちぎる・手をはらいのける)  

② 精神的暴力(怒鳴る・奇声や大声を発する・特定の職員に嫌がらせをする)  

③ セクシャルハラスメント(身体を触る・腕を引っ張る・ストーカー行為・抱きしめる)  

④ カスタマーハラスメント(契約外の無理難題の要求等) 

 

 

18. 業務継続計画について 

     事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的

に実施、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」 という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

① 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練の実施 

② 定期的な業務継続計画の見直しと必要に応じた業務継続計画の変更 

    

 

19. 衛生管理について 

     管理者は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、ステーションの設備、

備品等の衛生的な管理に努めます。ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないよう

に、次に掲げる措置を講じます。 

① 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催、看護師等への周知徹底 

② 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備 

③ 感染症に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施 

 

 

20. その他 

サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。 
① 看護師等は、年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承く

ださい。 
② 看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療

の補助を行うこととされています。それ以外のサービスについてはお受けいたしかねますの
で、ご了承ください。 

③ 看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。 
④ 異常気象により安全確保が困難であると判断した場合、又は感染対策の為に訪問をやむを得

ずお断りする場合があります。 
  



 
 

医療保険での訪問看護サービスに係る加算同意書 

特別管理加算 

特別な管理を要する利用者に対して、計画的な管理を行った場合月に１回加算されます。 
特別な管理のうち 
重症度等が高い場合 特別な管理を要する場合 

(ア)在宅悪性腫瘍患者等指
導管理若しくは、在宅
気管切開患者指導管理
を受けている状態にあ
る者、又は、気管カニ
ューレ若しくは留置カ
テーテルを使用してい
る状態にある者 

 
 

(ア)在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在
宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在
宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管
理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導
管理、在宅自己疼痛管理指導管理、又は、在宅肺高血圧
症患者指導管理を受けている状態にある者 

(イ)人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 
(ウ)真皮を超える縟瘡の状態にある者 
(エ)在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 

 

２４時間対応体制加算 

利用者又はその家族に対して２４時間連絡をできる体制にあり、必要に応じ緊急時訪問看
護を行う体制にある場合月に１回加算されます。 
＜事業所名称＞ 
 さくらケアーズ訪問看護事業所 
  ＜事業所住所＞ 
〒731-5155 広島県広島市佐伯区杉並台１３－２０ 

   ＜事業所連絡先＞ 

営業時間(８：３０～１７：３０) ０８２９－５８－２４１５  

営業時間外(平日１７：３０～翌日８：３０)、土日祝終日 ０８２９－５８－２４１６ 

 

退院時共同指導加算 

保険医療機関、介護老人保健施設もしくは介護医療院入院・入所中に、在宅生活につい
て、カンファレンスを行った場合、退院、退所後の初回訪問看護の際に１回（特別な場合
は２回）加算されます。 

 

特別管理指導加算 

退院後、特別な管理が必要な方（上記「特別管理加算」参照）に対して、退院時共同指導
を行った場合に、退院時共同指導加算に追加して加算されます。 
 

退院支援指導加算 

診療により、退院日当日の訪問看護が必要であると認められ訪問し療養上の指導を行った
場合に加算されます。 
 

長時間訪問看護加算 

１時間３０分の訪問看護を行った後に引き続き訪問看護を行う場合で、通算した時間が１
時間３０分以上となるとき且つ、所定の要件を満たした場合加算されます。 

 

複数名訪問加算 

１つの事業所から同時に複数の看護師等または看護補助者が１人の利用者に訪問看護を行
ったとき且つ、所定の要件を満たした場合加算されます。 
 

夜間・早朝訪問看護加 

夜間（午後６時～午後１０時までの時間）、早朝（午前６時～午前８時までの時間）に訪問 

  看護を実施した場合に１日１回加算されます。 

 



 
 

 

深夜訪問看護加算 

深夜（午後１０時～午前６時までの時間）に訪問看護の実施した場合に１日１回加算されま

す。 

 

ターミナルケア療養費 １．２ 

在宅又は特別養護老人ホーム等で死亡した利用者（介護予防は対象外）について、死亡日
及び死亡日前１４日以内に２日（回）以上、看取りの看護を行った場合に加算されます。
（ターミナルケア後、２４時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む） 

 

緊急訪問看護加算 

利用者または家族の求めに応じて、診療所または在宅療養支援病院の主治医の指示により緊

急訪問を行った時に１日に１回加算されます。 

 

在宅患者連携指導加算 

利用者（または家族等）の同意を得て、医師、歯科医師、薬剤師等と月 2回以上文書等
（電子メール、ファクシミリでも可）により情報共有を行うとともに、共有された情報を
踏まえて療養上必要な指導を行った場合に月に１回加算されます。 
 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算 

通院が困難な状態での急変等に伴い、医師、歯科医師、薬剤師、介護支援専門員等と共同で

患家に赴き、カンファレンスに参加し、共同で療養上必要な指導を行った場合には、在宅患

者緊急時等カン 

 

ファレンス加算として、月２回まで加算されます。 

 

訪問看護情報提供療養費１．２．３ 

１.市町村等からの求めに応じ、厚生労働大臣が定める別表７、別表８、精神障害を有す
る者又はその家族等、１５歳未満の小児の利用者に対する保険福祉サービスに必要な情報
提供を行った場合に月に１回加算されます。 
２.厚生労働大臣が定める疾病等の利用者が通園又は通学する学校等からの求めに応じ情
報提供を行った場合各年度１回に限り加算されます。また、入園若しくは入学又は転園も
しくは転学等により、当該学校等に初めて在籍することとなる月については、当該学校等
につき月に１回に限り、別に加算されます。 
３.保険医療機関等に入院、入所にあたり、主治医に訪問看護に係る情報提供を行った場
合に月に１回加算されます。 

 

乳幼児加算（６歳未満） 

乳児加算は３歳未満、幼児加算は３歳以上６歳未満の利用者に対して、指定訪問看護を実施した
場合に１日１回加算されます。 
 

訪問看護医療情報連携加算 

医師や薬剤師、その他の機関と ICTを用いて診療情報を共有し、計画的な管理を実施した事業所
に月１回加算されます。 
 

 


